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『田植えの季節』 

　これは西城町で撮影した写真です。田植えの時期，水面に映る五月晴れの空と連なる新緑の山々がとても綺麗で

心奪われました。のどかな自然に囲まれた場所だからこそ撮ることができる写真です。この写真を通して自分の自

慢の町を発信し，多くの人の知ってもらいたいと思っています。

� 写真提供：庄原格致高校写真部　２年　梅田彩音さん�



 法人会に入会するとこんなメリットがあります

・�正しい税知識や経営のノウハウを身につける為、色々な機会（研修会など）を設けています。
・�最新の税制や経営情報をホームページ、出版物などで提供しています。
・�税制のあり方や行政改革について、積極的な提言を行っています。
・�地域社会への多様な貢献活動を会員企業と一体になって展開しています。
・�企業防衛から経営者個人の備えまで充実した福利厚生制度を活用いただいています。
・�若手経営者等を対象とした青年部、女性経営者などによる女性部も活発な活動を行っています。

 未加入法人紹介のお願い

　新規会員加入増募集運動を実施しております。会員の皆様のお近くに未加入の事業所がありま
したら、役員または事務局までご紹介下さい。

（公社）庄原法人会　組織委員会事務局
TEL/FAX　0824－72－1889

よき経営者をめざすものの団体

表彰基準により、表彰状及び副賞を贈呈します。

これが です

９月から12月は会員増強月間です
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ごあいさつ

公益社団法人

庄原法人会

　会長　三 宅 康 文

庄原法人会からのお知らせ

日
程

日　　　　時 場　　　　　　所
11月12日㈫ 14：00～16：00 庄原市役所東城支所　３階会議室
11月13日㈬ 14：00～16：00 庄原市総合体育館

内
容

14：00～15：10　　テーマ 「消費税軽減税率制度」について
　　　　　　　　　　講　師　庄原税務署職員（庄原・東城会場）
15：20～16：00　　テーマ 「令和元年度税制改正について」
　　　　　　　　　　講　師　瀧口税理士（庄原会場）・岡村税理士（東城会場）

令和元年度税務研修会

　本年も、梅雨明け以来記録的な猛暑が続い
ていましたが、先日の台風一過、朝晩は少し
涼しくなり、秋の気配を感じられるようにな
ってきました。
　昨年７月の西日本豪雨から一年が経とうと
しています。亡くなられた方々とご遺族に対
しあらためて哀悼の意を表したいと思います。
　会員の皆様には、平素より当法人会に対し
まして格別のご理解・ご協力を賜り厚く御礼
申し上げます。
　さて、いよいよ10月から消費税増税が導
入され、それに伴う消費税の軽減税率制度が
実施されます。７月に発表された、中国地方
に本社を置く企業の対応についてのアンケー
トでは、軽減税率に「特に対応していない」
が48.1％、対応している企業も「現在対応中」
が17.4％、「これから対応する予定」が21.1
％で「既に対応済み」は5.0％にとどまって
います。
　規模別では、対応していない割合は大企業
の36.0％に対し、中小企業は50.4％、小企業
は56.2％と高く、「人手不足で対応できる人
員がいない」「費用をかけて対応するメリッ
トが感じられない」等の声が目立ったとして
います。

　対象商品を扱っていない事業者も、経理で
複数税率を踏まえた対応が必要となるケース
が多いので、円滑な実施ができますよう庄原
税務署や広島国税局の電話相談センターへ相
談し、一日でも早い準備が必要だと思います。
　依然として、法人会会員企業を取り巻く社
会環境・経済環境は厳しい状況ですが、本年
度も、法人会の原点である「税」に関する活
動に軸足を置きながら、組織・財政基盤を強
化・維持するための会員増強や福利厚生制度
の取り組みと、企業の税務コンプライアンス
向上のための法人会自主点検チェックシート
の活用も推奨したいと思います。
　また「税のオピニオンリーダーたる経営者
の団体である」との理念のもと、総会に於い
て承認を頂いた事業計画に沿って会員の皆様
のご協力を頂きながら、関連団体と連携し各
委員会、青年部、女性部が一体となり、納税
意識の向上と企業及び社会の健全な発展に貢
献できる活動に努めたいと思います。
　終わりになりましたが、税務ご当局をはじ
め、関連団体よりの今後一層のご支援と、会
員の皆様のご健勝とご活躍を祈念しご挨拶と
いたします。
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着任のご挨拶

　本年７月の定期人事異動で、庄原税務署長

を拝命しました山本でございます。

　前任の加藤署長同様よろしくお願い申し上

げます。

　

　公益社団法人庄原法人会並びに会員の皆様

には、平素から税務行政全般にわたり、格別

のご理解とご協力を賜っており、心より感謝

申し上げます。

　まずは、昨年の「平成30年７月豪雨」の

発生から１年が経ちましたが、被災地には今

なお深い爪痕が残り、被災された方の生活の

再建や被災地域の復興には、まだ多くの時間

がかかると言われております。

　そのため、引き続き、被災された方々の実

情に応じた親切・丁寧な対応に努めることと

しておりますので、ご理解とご協力をお願い

します。

　

　さて、庄原法人会におかれましては、平成

４年に設立されて以来、「よき経営者を目指

すものの団体」として、正しい税知識の普及

や適正な申告制度の確立を図るため、研修会

の開催や広報誌の発行などの事業活動に取り

組まれるとともに、組織の拡充にも積極的に

努められていると伺っております。

　また、平成25年４月に公益社団法人とし

ての移行認定を受けられ、税を巡る諸環境の

整備改善等を図る事業に加え、地域・社会環

境の整備改善等を図る事業や地域企業の健全

な発展に資する事業などの公益目的事業を通

じ、公益法人として活発な活動を展開してお

られます。

　なかでも、地域社会貢献活動として「租税

教室」への講師派遣に積極的に取り組まれて

おり、創意工夫を凝らした租税教室を開催さ

れておられます。

　また、女性部会におかれましては、「絵は

がきコンクール」を開催され、税知識の普及

や啓蒙に大きく寄与されている事業活動であ

ると認識しております。

　これもひとえに三宅会長をはじめ、歴代役

員の方々による長年のご尽力並びに会員の皆

様方のご協力の賜物と心から敬意を表する次

第でございます。

庄原税務署

　署長　山 本 公 和
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源泉所得税の年末調整説明会等開催日時 開　催　場　所

令和元年11月26日㈫

年末調整説明会　
　10:00～11:15 庄原市役所 東城支所 ３階会議室

庄原市東城町川東1175軽減税率説明会　
　11:30～12:00

令和元年11月27日㈬

年末調整説明会　
　10:00～11:15 庄原市民会館　大ホール

庄原市西本町2-17-15軽減税率説明会　
　11:30～12:00

令和元年の 年末調整説明会 の開催日程

庄原税務署からのお知らせ
庄原税務署　人事異動
新　任� 　
　（職　名）　　　　　（氏　名）　　　　（前任地）
署　　　長　　　　山本　公和　　広島国税局

総�務�課�長　　　　御堂　路彦　　広島西税務署

上席徴収官　　　　村田　重樹　　海田税務署

上席徴収官　　　　川本　勝哉　　萩税務署

統括国税調査官　　吉田　一泰　　出雲税務署

上席調査官　　　　三上　勝正　　厚狭税務署

転　任� 　
　（職　名）　　　　　（氏　名）
署　　　長　　　　加藤　正志

総�務�課�長　　　　田畑　昌彦

上席徴収官　　　　古土井宏昭

上席徴収官　　　　大石　克彦

統括国税調査官　　大山　治久

上席調査官　　　　川﨑　隆文

　さて、税務行政の現状をみますと、本年

10月１日から施行された消費税率の引き上

げに伴う対応、消費税の軽減税率制度への対

応など、私どもの直面する課題は多岐にわた

っております。

　そうした中で、国税庁の使命である「納税

者の自発的な納税義務の履行を適性かつ円滑

に実現する」を着実に果たすためには、納税

者の皆様方の適正申告に役立つ情報提供やＩ

ＣＴを活用した利便性の高い申告・納付手段

の整備など納税者サービスの充実に努めると

ともに、悪質な事案には厳正な対応を行うこ

とで、国民の皆様の税務行政への理解と信頼

を確かなものとしていく必要があると考えて

おります。

　庄原法人会の皆様方には、これまでも、税

務行政の良き理解者として多大なご支援をい

ただいているところでございますが、より一

層のご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。

　終わりに当たり、公益社団法人庄原法人会

の益々のご発展と、会員企業のご繁栄並びに

会員の皆様方のご健勝を祈念いたしまして、

着任のごあいさつとさせていただきます。
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　令和元年６月６日、㈱庄原グランドホテルに於

いて、第１部「税務研修会」では、庄原税務署統

括国税調査官大山治久氏による「消費税の軽減税

率制度」についての講話を戴きました。

　つづいて、公益社団法人移行後、第７回通常総

会が、加藤正志庄原税務署署長・徳川友行広島県
北部県税事務所所長・木山耕三庄原市長代理加藤

孝総務部長ほか関係協力団体のご来賓を迎えて開

催された。

　三宅会長挨拶のあと、議事の中で、平成30年

度決算報告が承認され、理事会承認事項である、

平成30年度事業報告・平成31年度事業計画・収

支予算が報告された。

　引き続き表彰式では、三宅会長から、公益財団

法人全国法人会総連合会長永年勤続功労表彰を伝

達された。

　併せて一般社団法人広島県法人会連合会長から

の表彰状などを伝達された。

　表彰式のあと、加藤庄原税務署署長、徳川広島

県北部県税事務所所長、木山庄原市長代理加藤総

務部長からそれぞれ祝辞を戴き、第２部通常総会

が滞りなく終了した。

第７回（令和元年度）通常総会･税務研修会開催
平成30年度決算報告などを承認

三宅法人会会長

徳川広島県北部県税事務所所長

加藤庄原税務署署長

加藤総務部長
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平成30年度　正味財産増減計算書（総括表）
　　　　　　　　　　　　�平成30年４月１日から平成31年３月31日まで　　　　　　　（単位：円）

平成31年度収支予算書
　　　　　　　　　　　　�平成31年４月１日から令和２年３月31日まで　　　　　　　（単位：円）

科　　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減 備　　　考
Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　 （1）経常収益
　　　基本財産運用益 500 1,250 －750
　　　特定資産運用益 36 60 －24
　　　受取会費 2,220,000 2,147,000 73,000
　　　事業収益 180,000 180,000 0
　　　受取補助金等 5,020,500 4,880,300 140,200
　　　受取負担金 198,000 198,000 0
　　　雑収益 506,954 1,115,655 －608,701
　　　経常収益計 8,125,990 8,522,265 －396,275
　 （2）経常費用
　　　事業費 7,088,642 7,451,970 －363,328
　　　管理費 965,239 941,798 23,441
　　　経常費用計 8,053,881 8,393,768 －339,887
　　　当期経常増減額 72,109 128,497 －56,388
　２．経常外増減の部
　 （1）経常外収益 0 0 0
　　　経常外収益計 0 0 0
　 （2）経常外費用
　　　委託費 0 0 0
　　　経常外費用計 0 0 0
　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　税引前当期一般正味財産増減額 72,109 128,497 －56,388
　　　当期一般正味財産増減額 72,109 128,497 －56,388
　　　一般正味財産期首残高 10,475,646 10,347,149 128,497
　　　一般正味財産期末残高 10,547,755 10,475,646 72,109
Ⅱ　指定正味財産増減の部 0
　　　受取補助金等 4,701,800 4,511,300 190,500
　　　一般正味財産への振替額 －4,701,800 －4,511,300 －190,500
　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　指定正味財産期首残高 0 0 0
　　　指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高 10,547,755 10,475,646 72,109

科　　　　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　 （1）経常収益
　　　基本財産運用益 1,250 1,250 0
　　　特定資産運用益 30 30 0
　　　受取会費 2,200,000 2,200,000 0
　　　事業収益 180,000 180,000 0
　　　受取補助金等 5,108,700 4,901,800 206,900
　　　受取負担金 180,000 200,000 0
　　　雑収益 300,020 290,020 10,000
　　　経常収益計 7,970,000 7,773,100 196,900
　 （2）経常費用
　　　事業費 6,545,845 6,459,041 86,804
　　　管理費 1,424,155 1,314,059 110,096
　　　経常費用計 7,970,000 7,773,100 196,900
　　　当期経常増減額 0 0 0
　２．経常外増減の部
　 （1）経常外収益 0 0 0
　　　経常外収益計 0 0 0
　 （2）経常外費用
　　　経常外費用計 0 0 0
　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　税引前当期一般正味財産増減額 0 0 0
　　　法人税、住民税及び事業税 0 0 0
　　　当期一般正味財産増減額 0 0 0
　　　一般正味財産期首残高 8,023,904 8,023,904 0
　　　一般正味財産期末残高 8,023,904 8,023,904 0
Ⅱ　指定正味財産増減の部 0
　　　受取補助金等 4,652,500 4,701,800 －49,300
　　　一般正味財産への振替額 －4,652,500 －4,701,800 49,300
　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　指定正味財産期首残高 0 0 0
　　　指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高 8,023,904 8,023,904 0
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Ⅰ　基本方針
　公益法人に移行したことを契機に、事業の
一層の活性化を図るとともに効率的な組織運
営に努め、法人会活動の更なる充実に努める。
　事業の実施にあたっては、法人会の原点で
ある「税」に関する活動に軸足を置きながら、
組織・財政基盤の強化を図るために会員増強
に力を入れるとともに、地域の活性化にも配
慮しつつ、各諸施策に取り組む。

Ⅱ　主な事業計画
　公益関係
　１．税知識普及事業
　税法、税務を中心とした研修会の開催強化
に努め、広報紙やホームページに「e-Tax」
や税法の改正等の税情報を掲載するととも
に、管内の小学６年生を対象とした「租税教
室」を開催することで、税知識の一層の普及・
啓発を図る。
　また、税を考える週間行事への参加、地域
のイベント等で税の啓発用品を配布するな
ど、税の啓発に資する広報活動を積極的に展
開する。

　２．納税意識高揚事業
　次代を担う児童に、税を正しく理解しても
らうことを目的に、管内の小学６年生を対象
に、「税に関する絵はがきコンクール」を開
催し、表彰・展示を行う。
　また、管内の小・中学校を対象に、「税に
関する作文・習字」を募集し、表彰する。

　３．税制提言事業
　地域経済の担い手である中小企業の活性化
に資する税制をはじめ、税のオピニオンリー
ダーとしてわが国の将来を展望した建設的な
提言に努める。

　４．地域企業発展事業
　地域企業と社会の健全な発展に貢献するこ
とを目的に、税制・政治・経済・経営・文化
等に関する講演会や各種セミナー、研修会を
開催する。

　５．地域社会貢献事業
　地域社会の改善・支援に資することを目的
として、障害者等を支援する団体に対して団
体が必要としている物品を寄贈する。

　共益関係
　１．会員交流事業
⑴　会員の交流の輪を広げるとともに、会員
間の情報交換や交流会等の親睦事業を行う
などして異業種交流を図る。また、会員に
限定した研修会・セミナー等の開催、優良
図書の斡旋等を行う。
⑵　支部による地域に密着した活動を充実さ
せるとともに、青年・女性部会活動の充実
強化を図る。

　２．福利厚生事業
　会員企業の保険に対する意識の変化をはじ
めとして、法人会の福利厚生制度を取り巻く
環境は、一段と厳しさを増している。このよ
うな状況のもと、取扱三社との連携を一層強
化しつつ、福利厚生制度の円滑な運営と財政
基盤の安定化のため、経営者大型総合保障制
度、ビジネスガード、がん・医療保険制度の
推進を中心とした活動を展開する。

　３．会員増強事業
　組織基盤の充実強化策として、９月から
12月を「会員増強月間」とし、積極的な会
員増強を図る。
⑴　関係官庁、税理士会、金融機関、提携保
険各社及び友誼団体との連携による推進。
⑵　支部毎の役員による率先した参画や指導
のもと、新規加入の推進を行うとともに、
退会防止策を講じる等、より効果的な対応
策を展開する。

平成31年度事業計画書
平成31年４月１日から
令和２年３月31日まで
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受賞おめでとうございます
☆�公益財団法人　全国法人会総連合　　　　　
税法税務研修参加率　優秀賞

その年度において税法税務の研修参加率が高い単位会に対する表彰

　全国440単位会中　第６位

☆公益財団法人　全国法人会総連合会長　　　
功労表彰者

　 （６月27日、県連総会にて伝達されました。）

理　　事　西田　　学 氏［㈱西田商店　代表取締役専務］

理　　事　桂藤　成二 氏［㈱チューゲイ　取締役総務部長］

☆（一社）広島県法人会連合会会長　功労表彰者
☆（公社）庄原法人会会長　功労表彰者
理　　事　和田　隆裕 氏［庄原農業協同組合　代表理事常務］

理　　事　後藤　茂行 氏［㈱後藤商店　代表取締役］

☆（公社）庄原法人会　会員増強推進功労表彰者
　　　　　小玉由美子 氏［大同生命保険㈱広島支社　営業推進員］

専務理事　定丸　義輝 氏［（公社）庄原法人会　事務局長］

☆（公社）庄原法人会　退任役員感謝状授与
常任理事　藤光　　有 氏［㈱グリーンウインズさとやま　代表取締役］

常任理事　石川　芳秀 氏［西城建設㈱　代表取締役会長］

理　　事　𠮷野　留弘 氏［㈲吉野建設　代表取締役会長］

山根氏　三宅会長

桂藤氏　西田氏　三宅会長

三宅会長　和田氏　後藤氏

三宅会長　小玉氏　定丸氏

三宅会長　藤光氏　石川氏　𠮷野氏
　　　　　代理
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元
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〈地域企業発展事業〉

講演をする岡本由香氏

あいさつをする芥川副会長

中国新聞　2019年（令和元年）８月23日（金曜日）
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 青年部会コーナー

令和元年前期（1～8月）の主な事業活動状況

○公益・税知識普及事業「租税教室」

武田部会長 竹田副部会長 藤谷研修・事業委員長

近藤研修・事業副委員長 舛元総務・親睦副委員長 三宅総務・親睦副委員長

三原部会顧問 奥田部会員 亀山部会員

　本年度より青年部会の部会長を務めさせていた
だいております、武田和仁と申します。
　皆様方には、平素より青年部会の活動に対しまし
て、ご理解ご協力を賜り心より感謝申し上げます。
　本年度の青年部会の活動は、今までの部会長同様
に３つのポイントに力を入れて活動してまいります。
　１つ目は、『租税教育活動の推進』です。本
年度の『租税教室』はすでに庄原市内の小学校
19校中13校を実施しております。新入会のメン
バーもベテランのメンバーと２名１組で行うこと

で、講師ができるように経験を積んでもらってい
ます。また、授業の最後の感想で「税金が大切な
ものとわかった」と言ってもらえると、とてもや
りがいを感じます。
　２つ目は『部会員増強』です。現在21名の部会
員で活動しておりますが、会員増強が事業を継続
するための重要な課題と認識しております。地元
庄原の若者として一緒に活動してくれるメンバー
を一人でも多く増やしていきたいと思います。
　３つ目は『法人会の認知度向上』です。今年は
庄原市子育て推進委員会と一緒によいとこ祭のパ
レードに参加しました。かわいいちびっこたちの
踊りと一緒に法人会のうちわを配布し、法人会を
市民にPRできたと思います。
　以上のことを中心に積極的に活動してまいりま
す。青年部会員として次代を担う経営者として資
質の向上を図り、法人会活動の充実と活性化に寄
与できるよう頑張りますので、今後ともご指導ご
鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

青年部会長
　　武　田　和　仁
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